
船舶事故調査報告書 

令和元年１２月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 のり養殖施設損傷 

発生日時 令和元年５月４日 １１時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市二見
ふ た み

町南方沖 

 東播磨港二見南防波堤灯台から真方位２０６°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４０.５′ 東経１３４°５２.７′） 

事故の概要  プレジャーボート温
あつ

己
み

丸 XV は、航行中、のり養殖施設に乗り入

れ、養殖区画のロープを切断した。 

事故調査の経過 令和元年５月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 温己丸 XV、１５トン 

 ２４３－２１４４５兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

のり養殖施設 養殖区画のロープに切損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、西進中、のり

養殖施設に乗り入れ、機関が停止した。 

船長は、のり網が撤去されていたので、養殖区画のロープも存在し

ていないと思い、航行していたが、本事故直後、付近に同区画を示す

浮標を確認した。 

分析 本船は、航行中、船長が、のり網が撤去されており、養殖区画のロ

ープも存在していないと思い、航行を続けたことから、のり養殖施設

に乗り入れ、同施設のロープを切断したものと推定される。 

原因  本事故は、本船が、航行中、船長が、のり網が撤去されており、養

殖区画のロープも存在していないと思い、航行を続けたため、のり養

殖施設に乗り入れたことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・事前に漁業協同組合に確認するなど航行予定海域の水路調査を十

分行い、養殖施設の設置区域、標識灯等の位置を把握しておくこ

と。 

 

  


